
基労補発第 0731005号

平成 18年 7月 31日

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

都道府県労働局

労 働 基 準 部 長 殿

労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､は り師及びきゆう師

施術料金算定基準の一部改定について

標記については､平成 18年 7月 31日付 け基発第 0731002号通達により示

され､この労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､はり師及びきゆう師施術料金算

定基準 (以下 ｢改定算定基準｣とい う｡) によることとされたので､協定締結

及び関係者に対す る改定算定基準の周知につ いて､適切な事務が行われ るよう

に万全を期 されたい｡

なお､関係団体に対 しては､本職か ら別添 により協定締結についての協力等

を依頼 した ところであるので､念のため申 し添える｡



財団法人労災保険情報セ ンター

専務理事 笹川 靖雄 殿

基労楠発第 0731006号

平成 18年 7月 31日

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､はり師及びきゆう師

施術料金算定基準の一部改定について

標記については､平成 18年 7月 31日付け基発第 0731002号通達により示

され､この労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､はり師及びきゆう師施術料金算

定基準によることとされたので､適切な事務が行われ るよ うに万全を期された

い｡

なお､関係団体に対 しては､本職から別添により協定締結についての協力等

を依頼 したところであるので､念のため申し添える｡
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都道府県労働局長 殿

墓 発 第 0731002号

平成 18年 7月31日

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

労災保険あん摩マッサージ指圧師､はり師及びきゆう師

施術料金算定基準の一部改定について

標記算定基準については､昭和 57年 5月11日付け基発第 326号-1通達により取

扱っているところであるが､今般､健康保険におけるはり師､きゆう師及びあん摩 ｡マッ

サージ 弓旨圧師に係る療養費の支給基準が改正されたこと等に伴い､その一部を改め､別

添のとおりとし､本年 8月 1日以降の施術に係るものから適用することとしたので､了知

の上､管内の関係団体と改定後の同算定基準に基づく協定の締結を行い､円滑な運営を図

られたい｡





(参考)

労災保険あん摩マッサージ指圧師､はり師及びきゆう師施術料金算定基準の改定内容

1 往療料

(基 本 額)2, 250円

(加算上限額)

円

円
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2 施術料

(1)温葛法の併施

(2)変形徒手矯正術

100円 - 90円

520円 -- 530円
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社 団法人 全 日本 鯨 灸 マ ッサ ー ジ 師 会 会長 殿

基労補発第 0731004号

平成 18年 7月 31日

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

労災保険あん摩マッサージ指圧師､は り師及びきゆう師

施術料金算定基準の一･部改定について

労災保険あん摩マッサージ指圧師､は り師及びきゆう師施術料金算定基準の

改定については､慎重に検討いた しま した結果､別添のとお り改め､平成 18

年 8月 1日以降の施術にかかるものか ら適用することとし､都道府県労働局長

あて通知 しま したので､貴会におかれま しても､所属会員 に対す る周知徹底及

び貴会都道府県組織 と都道府県労働局長 との間の協定の締結 について格別のご

配意をよろ しくお願いいた します｡



社団法人 日 本 城 灸 師 会 会長 殿

基労補発第 0731004号

平成 18年 7月 31日

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､は り師及びきゅ う師

施術料金算定基準の一部改定について

労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､は り師及び きゆ う師施術料金算定基準の

改定については､慎重 に検討い た しま した結果､別添の とお り改め､平成 18

年 8月 1日以降の施術 にかかるものか ら適用す ることとし､都道府県労働局長

あて通知 しま したので､貴会におかれま して も､所属会員 に対す る周知徹底及

び貴会都道府県組織 と都道府県労働局長 との間の協定の締結について格別のご

配意 をよろ しくお願 いいた します｡
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社団法人 日本あん摩マ ッサー ジ指圧師会 会長 殿

基労補発第 0731004号

平成 18年 7月31日

厚生労働省 労働基準局

労災補償部補償課長

労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､は り師及び きゅ う師

施術料金算定基準の一部改定について

労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､は り師及びきゅ う師施術料金算定基準の

改定について は､慎重に検討いた しま した結果､別添の とお り改め､平成 18

年 8月 1日以降の施術にかかるものか ら適用す ることとし､都道府県労働局長

あて通知 しま したので､貴会におかれ ま しても､所属会員 に対す る周知徹底及

び貴会都道府 県組織 と都道府県労働局長 との間の協定の締結 について格別のご

配意をよろ しくお願 いいた します｡



社会福祉法人 日 本 盲 人 会 連 合 会長 殿

基労稀発第 0731004号

平成 18年 7月 31日

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､は り師及びきゅう師

施術料金算定基準の一部改定について

労災保険あん摩マ ッサージ指圧師､は り師及びきゅう師施術料金算定基準の

改定については､慎重に検討いた しま した結果､別添の とお り改め､平成 18

年 8月 1日以降の施術にかかるものか ら適用することとし､都道府県労働局長

あて通知 しま したので､貴会におかれま しても､所属会員に対す る周知徹底及

び貴会都道府県組織 と都道府県労働局長 との問の協定の締結について格別のご

配意をよろしくお願いいたします｡


